
　各校園における「人権教育を推進するための指針」に基づく年間計画の立案、実施を推進するとともに、教育委
員会内研修の実施及び新たな課題に対応し、調整することや、「人権教育推進連絡会」「人権教育実務者連絡会」
の開催等により、関連室課との連携を図りながら人権教育を進めることができました。人権課題は年々多種、多様
化している状況の中、今後とも情報共有に努め、人権教育への意識の高揚、その推進を図っていきます。
　「じんけん作品」の応募作品数は著しく伸びました。ただし、応募校数及び人権関連視聴覚教材の活用件数は、
昨年度と比べ、微減となっています。引き続き、各校園へは取組推進及びその活用について呼びかけていきます。
　一方、今年度の作品展来場者や視聴覚教材活用者から得られた肯定的な、大変理解ある感想から、市民への人権
啓発について成果があったと捉えています。
　次年度以降も作品展の開催方法の工夫や、視聴覚教材の内容の精選を通して、あらゆる場、あらゆる機会を通
じ、各校園をはじめとし、より多くの市民への人権啓発を引き続き進めていきます。

教育委員会各室課において、人
権の視点を取り入れた施策を推
進します。 →

　教育委員会内における人権研修を実施し、職員の人
権教育、啓発を進めるとともに、「障害者差別解消法
本市対応要領」策定にあたっての調整及び「教職員用
研修資料」の作成を行いました。また、市長部局及び
教育委員会各室課を結ぶ「人権教育推進連絡会」「人
権教育実務者連絡会」を開催し、人権教育及び啓発の
方向性を共有するとともに、部室課間の取組の連携の
在り方を確認することができました。

A

達成

総合評価・総括

↓ ↓
達成目標 達成状況 達成度

全小・中学校からの「じんけん
作品」の応募と、視聴覚教材の
利用による人権学習を推進しま
す。

→

　「じんけん作品」への応募校数は減少しましたが、
取組校の深化・充実により応募作品数を昨年度に比
べ、1,200作品以上増やすことができました。より多
くの児童・生徒に、「人権」について考え、表現する
機会を設けることができました。作品の展示、作品集
の作成及び配付を通じて、広く市民への人権啓発を行
うことができました。
　人権に関連する視聴覚教材を配備し、小・中学校を
はじめとして、社会教育施設、公民館等からの希望に
応じて貸し出すことで、人権教育の推進に役立てまし
た。

A

達成

活動目標 具体的な取組実績

じんけん作品展の実施や人権に関わ
る視聴覚教材の活用を通じて、人権
を尊重することの大切さを知識だけ
でなく感覚として身につけ、日常的
な行動として結びつくように、児童
生徒をはじめとする市民への人権啓
発を進めます。

→

　吹田市内の小・中学生から「じんけん作品」を募集し、38校か
ら8,655点の応募がありました。応募作品を活用して「じんけん
作品展」を市内8施設で延べ63日間開催するとともに、「じんけ
ん作品集」を作成、配布しました。
　人権に関連する視聴覚教材を配備し、市内小・中学校をはじめ
とし、出前授業での活用として薬剤師から、また人権啓発推進協
議会等からの求めに応じて、延べ130件、432本を貸し出しまし
た。

人権教育を推進するために、市長部
局、教育委員会各室課を横断的に結
び、会議を通して情報共有し、連携
を図ります。

→
　市長部局及び教育委員会各室課を結ぶ「人権教育推進連絡会」
を今年度から保育幼稚園課も加え、年２回から年3回の開催とし、
年度途中の情報共有も密にしました。また、小・中学校における
人権教育については、「人権教育実務者連絡会」において、年間
計画、総括についての調整を行いました。いずれにおいても人権
教育の推進について、平成27年度の取組及び新たな課題の共有化
と平成28年度に向けた方針及び連携の在り方を確認しました。

重点課題 4 人権教育の推進
全体の達成度

A
目指すべき方向

　一人ひとりの人権が尊重される社会を築くために、「人権教育を
推進するための指針」に基づき、あらゆる機会を通じて、自分や他
者を大切にする態度を身につけ、行動や生き方に結びつける人権教
育を進めます。 達成

平成27年度部長マニフェスト取組結果

部局名 教育総務部
【達成度について】

A：達成（設定した目標を達成することができた。）

部局長名 川本　義一
B：一部達成（設定した目標の一部のみ達成することができた。）

C：未達成（目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。）


